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第 ７ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和５年７月１８日（火）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6田口 慶則・ 7野田 清太・14池山 允敏・15宮本 政春 

16中谷 秀也・17西森 偉統・18結城 晉三・20諸戸 善昭 

24岡田 勇樹 

以上９名 

欠 席 委 員  22中野 たつ子 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員   野村事務局長・加賀事務局次長・小谷主事補 

 

総 合 支 所  久居：若松主査 一志：田中主事補 

   白山：山下副参事 美杉：磯田担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   6田口 慶則・ 7野田 清太 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第５号 非農地証明願について 

 議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号） 

       附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第７回第２農地部会を開会いたします。 

       本日の欠席委員は、２２番 中野 たつ子委員で、出席委員数は９名でございま

す。 

       議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

       ６番 田口 慶則委員・７番 野田 清太委員、よろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとおりで

ございますのでよろしくお願いいたします。 

       それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正を１箇所、 

お願いいたします。 

       １７ページの議案第３号、番号１４をご覧ください。 

       この案件につきまして、取下げ願いが提出されましたので、削除をお願いいたし

ます。 

       また、この削除に伴い、２０ページの下の合計欄について、合計５２筆を３９筆

に、計２４，０８９．３㎡を１６，２１１㎡に、そして田１４，５８２．３㎡を６，

７０４㎡に修正をお願いします。 

 

それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございます。 

       番号１から４で、件数は４件、合計面積は７，８６２㎡で、すべて田でございま

す。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約

したものであります。 

  

       ２ページから６ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

      番号１から７で、件数は７件、合計面積は３１，６１３．３７㎡で、その内訳は

田が２２，７１０．６５㎡、畑が８，９０２．７２㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性がありま

すので、届出人に対して指導しております。 

 

       ７ページをお願いいたします。 

       報告第３号 時効取得による所有権の移転について、でございます。  

       番号１ 権利者     、申請地は畑で、取得年月日は昭和６１年７月１日

でございます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は３００㎡で、すべて畑でございます。 

       この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所有

地として維持管理しており、取得時効が成立しています。 
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       ８ページから９ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、一般個人住宅用地 

       番号２、進入用道路 

       番号３、進入用道路 

       番号４、宅地造成  

       以上、件数は４件、合計面積は６，５７３．３３㎡で、その内訳は田が３３７

㎡、畑が６，２３６．３３㎡でございます。 

  

       １０ページをお願いいたします 

       報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

       番号１     、主たる耕作物 米・麦・大豆・野菜、耕作面積 田７４．

５ｈａ 合計７４．５ｈａ。 

       以上件数は１件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のすべて

を満たしております。 

       報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。議案第１号 農地法第３条の規定による許可申

請について（所有権移転）を議題といたします。 

 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１１ページをお願いいたします。  

       議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）でござい

ます。 

       番号１、地区 久居、申請地 久居明神町北狹間    、登記地目・現況地目

とも田、面積 １，９１７㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号２、地区 久居、申請地 川方町里ノ内    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ９９㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、兼業による営農縮小のためです。 

  

       番号３、地区 久居、申請地 須ケ瀬町長畑    、登記地目・現況地目とも

畑、面積 ３６０㎡ 外１筆、合計面積 ７４０㎡、受人     、面積 ８２，

８３６㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号４、地区 川口、申請地 白山町川口神田    、登記地目・現況地目と

も田、面積 ３５６㎡ 外１筆、合計面積 １，０１０㎡、受人     、面積 

４，２０３㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号５、地区 川口、申請地 白山町川口関ノ宮    、登記地目・現況地目
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とも田、面積 ９７６㎡、受人     、面積 ５４０，４４７㎡、渡人   

         。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号６、地区 八知、申請地 美杉町八知前田口    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ７９１㎡、受人    、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号７、地区 伊勢地、申請地 美杉町杉平向    、登記地目・現況地目と

も田、面積 ８２７㎡、受人     、面積 ９３８㎡、渡人     。 

       譲受理由および譲渡理由は、自作地相互の交換のためです。 

  

      １２ページをお願いいたします。 

       番号８、地区 伊勢地、申請地 美杉町杉平向    、登記地目・現況地目と

も田、面積 ９３８㎡、受人     、面積 ３，９２０㎡、渡人     。 

       譲受理由および譲渡理由は、自作地相互の交換のためです。 

  

       番号９、地区 多気、申請地 美杉町丹生俣東垣内    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ５８８㎡ 外２筆、合計面積 ２，０２５㎡、受人     、

面積 ４，５０６㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号１０、地区 多気、申請地 美杉町下多気漆    、登記地目 田、現況

地目 畑、面積 ７６０㎡、受人     、面積 ６，６８６．１７㎡、渡人 

           。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、遠方による営農縮小のためです。 

  

       番号１１、地区 下之川、申請地 美杉町下之川大作    、登記地目 田、

現況地目 樹園地、面積 ３２３㎡、受人     、面積 ６，６５２㎡、渡

人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号１２、地区 下之川、申請地 美杉町下之川三谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ６８０㎡ 外５筆、合計面積 ２，１１８㎡、受人     

        外１名、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、遠方による営農縮小のためです。 

  

       １３ページをお願いいたします。  

       番号１３、地区 下之川、申請地 美杉町下之川山田垣内    、登記地目・

現況地目とも畑、面積 ４００㎡ 外３筆、合計面積 ３，２２２㎡、受人   

         、面積 １０，８２２㎡、渡人     。 

       譲受理由は、受贈のため、譲渡理由は、贈与のためです。 

  

       以上、件数は１３件、合計面積は１５，７４６㎡で、その内訳は田が１３，５４

７㎡、畑が２，１９９㎡でございます。 
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       これらの案件につきましては、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・地域と

の調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただいた地元委員のご意見をお伺

いしたいと思います。 

       １番から３番、お願いします。 

 

田口委員   ６番田口です。７日の日に諸戸部会長、野田委員と地元推進委員４名、事務局と

確認いたしました。事務局説明通り問題ないと思います。 

       ２番も同じく 7日に、推進委員３名と諸戸さん、野田さん、事務局と確認いたし

ました。３番についても事務局説明通りでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。４番，５番お願いします。 

 

中谷委員   １６番中谷です。7日に西森、中谷両委員と地元推進委員、事務局と見てまいり

ました。場所は    が申請地の東隣りで耕作しており、すでに１枚として耕作

しておりますので、何ら問題ないと思います。 

       ５番は同じく西森、中谷両委員と地元推進委員とで見てまいりました。    

       の東１５０メートルぐらいのところ。受人は渡し人の田を５年ほど耕作してお

り、さらに営農拡大ということで何ら問題ないと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。６番から１３番までお願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。６番は９日に地元推進委員、事務局と現地を確認いたしました。

渡し人は高齢により営農の縮小、受人は農業に興味があり水稲を作りたいというこ

とで農業を引き受けるということです。 

       ７番は９日に地元推進委員、事務局と確認いたしました。渡人は受人の土地を取

得して交換ということです。ＡからＢへ、ＢからＡに替わるということです。交換

して耕作するということです。 

       ８番も全く同じことでございます。 

       ９番は８日に地元推進委員、事務局と現地を確認いたしました。渡人は高齢で後

継者もなく、受人は近所に移住してくるので耕作をしてもらう。この人は９８歳で

すが、子供が近所に移住してくるので子供に耕作してもらう、農業をしたいという

ことです。 

       １０番、これは受人が営農の拡大。渡人は遠方による営農の縮小。    に何

もかもお任せしたということでございます。 

       １１番、下之川において場所は違いますが受人は営農の拡大、渡人は高齢による

営農の縮小で、よろしくお願いしたい。 

       １２番下之川、渡人は耕作が困難になったため、    の前の住居を渡人に売

買しており、この周辺の農地を耕作してもらうということです。 
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       １３番下之川、地元推進委員と事務局とで現地確認をしました。高齢になったの

で娘に譲渡したいということです。贈与に近いということです。以上、よろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見

もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

議  長   ６番と１２番、６番は受人が    やけど、現在はこっちに来とるの。 

 

事 務 局   ６番は、別荘みたいな場所で住まいながら簡単な耕作をしたいということです。

１２番の    は移住されて見えます。 

 

議  長   １１番は    。 

 

事 務 局   前から    という方が耕作されておりまして、それを引き受けるということ

です。 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第１号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定したい

と思います。 

 

 

議  長   続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でございま

す。 

       番号１、地区 伊勢地、申請地 美杉町杉平向    、登記地目 畑、現況地

目 宅地、面積 １，１４９㎡の内８４２㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       戦前に建物、昭和５８年に居宅、昭和６３年に物置にした旨の始末書の提出があ

りますことから、これを追認しようとするものです。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１件、合計面積は８４２㎡で、すべて畑でございます。 

       この案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許可要

件のすべてを満たしていると考えます。  

 

       以上で説明を終わります。 
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       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

       １番伊勢地お願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。９日に地元推進委員、事務局で現地の確認をいたしました。戦

前に建物を建て、手狭なため一部建て増しし、写真と始末書の添付があります。よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定したい

と思います。 

 

議  長   続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（所有権移転）を議題といたします。 

 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転）

でございます。 

       番号１、地区 久居、申請地 久居持川町持川    、登記地目 雑種地、現

況地目 畑、面積 ２０７㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 久居、申請地 久居小野辺町畑山新田    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ５４８㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３７２㎡、パネル設置率は、６７．９％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 久居、申請地 久居小野辺町畑山新田    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ５８５㎡ 外１筆、合計面積 ７２０㎡、受人     、渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 
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       パネル設置面積は、３９７．８㎡、パネル設置率は、５５．３％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 栗葉、申請地 森町池田    、登記地目・現況地目とも畑、

面積 １，１２３㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。   

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 川合、申請地 一志町庄村南出    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ７０６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。   

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号６、地区 高岡、申請地 一志町高野千部    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２５０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。   

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号７、地区 高岡、申請地 一志町其倉谷出    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ５４５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３２０．３㎡、パネル設置率は、５８．８％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

      １６ページをお願いいたします。  

       番号８、地区 高岡、申請地 一志町田尻上ノ    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２１８㎡ 外３筆、合計面積 ７８２㎡、受人     、渡人  

           外２名 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３２５．５㎡、パネル設置率は、４１．６％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 高岡、申請地 一志町田尻上ノ    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 １８５㎡ 外５筆、合計面積 １，０８５㎡、受人      、渡

人      外２名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３８７．５㎡、パネル設置率は、４３％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

      １７ページをお願いいたします。  

       番号１０、地区 川口、申請地 白山町川口大角前    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ２６１㎡ 外２筆、合計面積 ４０８㎡、受人     、渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       番号１１、地区 大三、申請地 白山町二本木北出前    、登記地目・現      

況地目とも田、面積 １，０８１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４４４．３㎡、パネル設置率は、４４．１％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１２、地区 大三、申請地 白山町二本木市川原    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，７６５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４９５．４㎡、パネル設置率は、２８．１％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１３、地区 大三、申請地 白山町二本木五斗代    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ４２９㎡ 外２筆、合計面積 １，４１１㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４９６．２㎡、メンテナンススペースを確保するため、パネ

ル設置率は、３５．２％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

      １９ページをお願いいたします。  

       番号１５、地区 家城、申請地 白山町南家城西出    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 １２６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５４．２㎡、パネル設置率は、４６．１％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１６、地区 八知、申請地 美杉町八知庄屋田    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ９６８㎡ 外１筆、合計面積 １，０４７㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１７、地区 八幡、申請地 美杉町奥津中垣内    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ９９０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４７２．７㎡、パネル設置率は、４７．７％になります。昭

和４８年頃に建物を建築した旨の始末書の提出がありますことから、これを追認し

ようとするものです。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１８、地区 多気、申請地 美杉町下多気六田    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ３６６㎡ 外３筆、合計面積 １，３６４㎡、受人     、

渡人      外２名。 
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       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４３３．４㎡、パネル設置率は、３１．８％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１９、地区 多気、申請地 美杉町下多気漆    、登記地目 田、現況

地目 山林、面積 ３３０㎡ 外２筆、合計面積 ９０４㎡、受人     、渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を山林とするものです。 

       昭和４０年頃に植林した旨の始末書の提出がありますことから、これを追認しよ

うとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       ２０ページをお願いいたします。  

       番号２０、地区 下之川、申請地 美杉町下之川岡    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ９２㎡ 外１筆、合計面積 １，１４９㎡、受人     、渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４０２．５㎡、パネル設置率は、３５％になります。  

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１９件、合計面積は１６，２１１㎡、このうち田が６，７０４㎡で、

畑が９，３００㎡で、その他が２０７㎡ございます。 

       これらの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。

１番から。 

 

田口委員   ６番田口です。７日の日に現地を確認して参りました。２番、３番も推進委員６

名と諸戸さん、野田さんと見て参りました。問題ないと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

議  長   ４番お願いします。 

 

野田委員   ７番野田です。７月７日に諸戸部会長、田口委員、中野委員、地元推進委員４名

と久居の事務局で見てきました。譲り受人は昨年度隣接地を社員用住宅用地として

取得済みです。今回、当該地を資材置場として利用するということです。何ら問題

はないと思います。 

 

議  長   ５番から９番お願いします。 

 

池山委員   １４番池山です。５番は７日に地元推進委員と現地確認しております。集落のま
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ん中の住宅地に囲まれた畑になっています。庄村の    東１００メートルぐら

いのところ。既に荒れ地になっていまして、住宅になるのは問題ないかというのが

皆さんの意見でございました。 

       ６番ですが、    の西、これも住宅地の中で問題ないかと思います。 

       ７番は太陽光ということで、場所は    する右岸にあたります。この辺り一

帯は既に太陽光に変わってきています。問題なのは草や竹が生えるのをきちんと管

理ができるのかということです。川の合流地点にあたりますので、竹や雑草が非常

に繁茂しているところです。近隣の太陽光についても十分に管理が行き届いている

ようには見えない。委員会とは関係がなくなるのですが、管理については今後どう

していくのか周辺住民から危惧の声が出ています。 

       ８番と９番は    の東で、    の直ぐ南側にあたるところで、    

       の近くです。周辺が太陽光に変わってきておりまして、やむを得ないと思います

が、問題は雑草対策をどう指導していくかです。 

 

議  長   ありがとうございました。１０番から１３番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番中谷です。７月７日に西森、中谷両委員、地元推進委員、白山の事務局で

見て参りました。    の１５０メートルほどのところで、１０年以上前から荒

れ地になっているところ。    の資材置場ということで、太陽光の資材を置く

そうで、問題ないかと思います。 

       １１、１２，１３番は西森、中谷両委員と、地元推進委員と白山の事務局で確認

して参りました。 

       １１番は    の斜め向かい側になります。申請地の西側には既に太陽光がで

きています。 

       １２番は    から５００メートルぐらいのところで、周りは何もないところ

で、問題ないかと思います。 

       １３番ですが、    の入り口、    から入った６０メートルぐらいの左

側。この辺りも雑草地というか荒れたところで、仕方がないかと思います。 

 

議  長   １５番お願いします。 

 

西森委員   １７番西森です。７月７日に中谷、西森両委員と地元推進委員、白山総合支所の

事務局とで行って参りました。    から西へ３００メートルほど行った南側の

住宅地です。雑種地というか空きがあります。住宅地の真ん中ということで、以前

にも計画があったが、地元で反対が起こったということですが、今回は住民への説

明もきちんとしているということで、許可しても大丈夫かなという判断です。 

 

議  長   ありがとうございました。次、１６番から２０番までお願いします。 

 

結城委員   １８番結城です。 

       １６番は、地元推進委員、事務局と現地を確認いたしました。受人は車庫の建築

と駐車場にしたいということです。 

       １７番は地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。これについては太陽

光発電設備として利用したいということです。 

       １８番も地元推進委員と事務局で現地を確認して参りました。地権者が耕作の意
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志がないため、休耕地を有効利用したいので、太陽光発電をするということです。 

       １９番については山の中の耕地のため耕作が困難になり、親父さんが植林をし

た。遠方で管理ができないので売却したいということです。 

       ２０番も地元推進委員と事務局とで現地確認しました。地権者は耕作の意志がな

く、太陽光発電をして有効利用したいということです。以上です。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見

もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮りします。ただいま審議をいただきまし

た議案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定したい

と思います。 

 

議  長   続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（使用貸借）を議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２１ページをお願いいたします。 

 

 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）で

ございます。  

       番号１、地区 大三、申請地 白山町二本木北出前    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ５５４㎡の内１１０㎡、借受人     、貸渡人     。 

       これにつきましては、申請地を進入用道路とするものです。 

       一時転用期間は３か月となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は１１０㎡で、すべて田でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要

件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

中谷委員   １６番中谷です。７月７日に西森、中谷両委員、地元推進委員、事務局と確認し

てまいりました。３号議案の１１番の申請地の太陽光の耕地に入るための進入路を
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作るもので、何ら問題ないかと思います。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮りします。ただいま審議をいただきまし

た議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定したい

と思います。 

 

議  長   続きまして、議案第５号 非農地証明願についてを議題といたします。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２２ページをお願いいたします。 

       議案第５号 非農地証明願について、でございます。  

       番号１、地区 伊勢地、願出者     、対象地 美杉町杉平向    、登

記地目 田、現況地目 宅地、面積８２㎡ 外１筆、合計面積 ４０２㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（平成１３年撮影）により、対象

地に昭和２８年頃に居宅及び物置等を建築し現在に至ることが確認できるため、対

象地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事

務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明

をしても差し支えないものと考えます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は４０２㎡で、すべて田でございます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思います 

 

結城委員   ９日に、地元推進委員、事務局、行政書士と状況を確認しました。これについて

は、昭和２８年頃に居宅及び物置等を建築しました。写真、始末書を添付しており

ますので、何ら問題ないと思います。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮りします。ただいま審議をいただきまし
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た議案第５号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については証明することに決定したい

と思います。 

 

議  長   次に別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改

正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画

の決定について＜別冊＞を議題といたします。 

 

議  長   事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第

５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について、でございま

す。 

       それでは、資料の１ページ、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で，１５，８６４

㎡、畑の賃貸借、使用貸借で１５，４８７㎡、契約件数は１６件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２５，２３０㎡、畑の賃貸借、

使用貸借で５，４４６㎡、契約件数は２７件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２，８７６㎡、契約件数は２

件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の使用貸借で３，１８１㎡、契約件数は２件でござ

います。  

      以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて４７，１５１

㎡、畑の集積が賃貸借、使用貸借を合わせて２０，９３３㎡、合計契約件数は４７

件、合計面積は６８，０８４㎡となっております。 

  

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区９件、一志地区２７件、白山地区１件、

美杉地区２件で、合計３９件、合計面積は５２，７７４㎡でございます。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で８２．９％、面積で７７．５％となって

おります。 

 

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたします。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて「農用地利用集積

計画の概要」の整理番号の左側欄外にアルファベットの「Ｎ」を記載しています。 

       今回は該当がございませんでした。  

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤強化

促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定により、

改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各要件を満たしていると考えま

す。 

       最後に、２ページからの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の
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利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当

します案件はございません。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       それでは、ご審議をお願いします。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま、審議 

をいただきました案件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。 

 

議  長   以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

       これをもちまして、第７回第２農地部会を閉会します。 

       その他、事務局から連絡事項などありませんでしょうか。 

 

午後２時５０分 

 

 

上記は、第７回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和５年７月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 


